
広
島
県
告
示
第
四
百
九
十
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者 

居

宅

介

護

支

援

事

業

を 

行

う

事

業

所 

名

称 

主

た

る

事

務

所 

の

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

指
定
年
月
日

株
式
会
社
益
田 

広
島
市
東
区
牛
田
早
稲

田
一
丁
目
一
七
番
一
三

―
二
〇
五
号 

あ
り
す
居
宅
介
護

支
援
事
業
所 

広
島
市
東
区
牛
田
早
稲

田
一
丁
目
一
七
番
一
三

―
二
〇
五
号 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

株
式
会
社
ｙ
ａ
ｓ

ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｏ 

広
島
市
西
区
三
滝
町
一

番
七
号 

三
ツ
星
居
宅
介
護

支
援
事
業
所 

広
島
市
西
区
打
越
町
一

二
―
六 

サ
ン
パ
レ
ス

マ
ツ
モ
ト
二
階 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

株
式
会
社
幸
の
樹 

広
島
市
西
区
南
観
音
三

丁
目
五
番
五
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
し
あ
わ
せ
の

樹 

広
島
市
西
区
南
観
音
三

丁
目
五
番
五
号 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

株
式
会
社
グ
ロ
ー

バ
ル 

広
島
市
安
佐
南
区
上
安

一
丁
目
一
九
番
五
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
グ
ロ
ー
バ
ル

広
島
市
安
佐
南
区
緑
井

一
丁
目
二
一
番
三
号 

大
坂
ビ
ル
三
階 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
平

和
会 

広
島
市
佐
伯
区
五
月
が

丘
四
丁
目
一
五
番
六
号

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
や
す
ら
ぎ
の

里
広
域
公
園 

広
島
市
安
佐
南
区
大
塚

西
四
丁
目
二
番
二
〇
号 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

富
士
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社 

安
芸
高
田
市
八
千
代
町

勝
田
四
三
八
番
地 

メ
リ
ィ
ケ
ア
プ
ラ

ン
セ
ン
タ
ー
可
部

広
島
市
安
佐
北
区
可
部

一
丁
目
一
六
番
一
五
号 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

株
式
会
社
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
愛 

呉
市
三
条
一
丁
目
二
番

五
―
三
〇
三
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
愛 

江
田
島
市
大
柿
町
飛
渡

瀬
五
六
三
―
五 

平
成
二
三
年
四

月
一
日 

 


